別紙様式４
                                                             　　　平成○○年○○月○○日

愛　知　県　知　事　殿
                            　        （法人名）株式会社　愛知福祉サービス
                              　      （代表者職・氏名）　代表取締役　名古屋　二郎　印

平成○○年度介護職員処遇改善交付金事業変更届
平成○○年○○月○○日付けで申請しました「平成○○年度介護職員処遇改善交付金事業対象事業者承認申請書」の内容に下記のとおり変更が生じましたので、必要な書類を添えて届け出します。
記

	新
	旧

	〔新規事業所〕
・一宮デイサービスセンター（通所介護）

・一宮デイサービスセンター（介護予防通所介護）

平成○○年１月１日指定
	〔廃止事業所〕

・尾西デイサービスセンター（通所介護）

・尾西デイサービスセンター（介護予防通所介護）

平成○○年１２月３１日廃止



（添付書類）
　　変更の内容が確認できる書類　
別紙様式５
                                                             　　　平成○○年○○月○○日

愛　知　県　知　事　殿
                            　        （法人名）株式会社　岡崎介護サービス
                              　      （代表者職・氏名）　代表取締役　愛知　一郎　　印

平成○○年度介護職員処遇改善交付金事業廃止届
平成○○年○○月○○日付け○○第○○○号で承認通知がありました介護職員処遇改善交付金事業について、下記の理由により廃止します。

なお、廃止にあたっては、次の事項を遵守することを誓います。

①　介護職員への交付金の支払い等が完了した場合には、「愛知県介護職員処遇改善交付金事業実施要綱」（１３ 交付金の実績報告）の規定に基づき、介護職員処遇改善実績報告書を速やかに提出すること。

②　実績報告書の提出終了後は、関係書類を「愛知県介護職員処遇改善交付金事業実施要綱」（８ 対象事業所の責務）の規定に基づき、法人又は法人の代表者が責任を持って５年間保存すること。

③　法人の廃止による介護職員処遇改善交付金事業の廃止にあたっては、法人の役員又は清算人が責任を持って対応すること。

また、本交付金は法人の債務に充てることができないことから、返還金が生じた場合は、法人の代表者又は役員（有限責任、無限責任を問わない）若しくは清算人が責任を持って、法人事業の精算の際に交付金の返還に応じること。
記

（廃止の理由及び廃止年月日）
○　業績悪化による法人の廃止
廃止事業所名：岡崎デイサービスセンター（通所介護、介護予防通所介護）
岡崎ヘルパーステーション（訪問介護、介護予防訪問介護）
○　廃止年月日
　　　平成○○年○○月○○日
（添付書類）
　　介護保険事業所の廃止届の写し（高齢福祉課又は関係福祉相談センターの受付印のあるもの）
























①　廃止の理由は必ず記載してください。


②　事業所は全て記載してください。





法人代表者の印を必ず押印してください。





承認通知書の交付日及び文書番号を記載してください。





変更届の提出日を記載してください。





法人代表者の印を必ず押印してください。





申請書を提出した日付けを記載してください。





①　新規に事業所の指定を受けた場合及び事業所を廃止等した場合には、指定及び廃止後１５日以内に必ず変更届を提出してください。


提出しない場合は、新規指定の事業所にかかる交付金は支給されません。


また、廃止事業所にかかる交付金は返還が必要となる場合があります。


②　事業所の廃止にあたって、変更届が提出されないなど、不適切な対応がある場合は、交付金全ての返還を求めることがありますので、適切な対応に努めてください。


















































この届の提出日を記載してください。





＜法人を廃止、又は、交付金対象事業所が全てなくなる場合＞








<新規指定の場合>


・指定通知書のコピー


・医療みなしの「通所リハ」の場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」のコピー、「同届出書」の提出が期限までに間に合わない場合は、「保険医療機関指定通知書」のコピーを提出し、後日、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」のコピーを提出してください。


<廃止の場合>


・高齢福祉課又は関係福祉相談センターで受付けた廃止届けの写し



































＜事業所の追加、廃止（法人の廃止を除く。）を行う場合＞

















介護保険事業所の廃止届と同一日であること。











